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会 議 録（１） 

会 議 の 名 称 平成２３年度（第１回）入間市国民健康保険運営協議会 

開 催 日 時 
平成２３年５月２４日（火） 

  午後２時００分 開会・午後３時１５分 閉会 

開 催 場 所 入間市役所 ５階Ｂ棟 全員協議会室 

議 長 氏 名 茂木勇夫 

出席委員（者）氏名 

１号委員 大森善夫、齋藤勝子、花島綾、晝間達夫 

２号委員 粕谷光由、佐山勝己、澤田壽一、寺師良樹、藤野美智 

     子 

３号委員 杉田富徳、永田雅良、橋本とし子、松下庄一、茂木 

勇夫 

４号委員 青木功、富永豊 

欠席委員（者）氏名 

１号委員 関口徹 

２号委員 

３号委員 

４号委員 榎原章統 

説明者の職氏名 

 ①入間市の特定健康診査・特定保健指導について 浅見副主

幹・亀田保健師 

②保険事業見直しについて 原嶋主幹 

③国保税限度額の見直しについて 野口主幹 

④その他 

 

会議次第（公開・非

公開の別） 
別紙「会議録（３）」のとおり（公開） 

非 公 開 理 由  

傍 聴 者 数 ０人 

配 布 資 料 別紙のとおり 

事務局職員職氏名 

市長 木下 博 

市民部長 大野勉、市民部次長 清水幸恵 

保険年金課長 牛窪克己 主幹 石田政巳 原嶋裕子 野口鉄

夫 杉浦克明、副主幹 藤井隆行、浅見宏幸 

会議録作成方法 要点記録 
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会 議 録（２） 

議事の概要（経過）・決定事項 

司  会 次第により進行 

 

１開  会 次第により進行 

２あいさつ 会  長 （省略） 

市  長 （省略） 

事務局異動者の自己紹介（省略） 

 

３議  事 

①入間市の特定健康診査・特定保健指導について 

 事務局からの説明後、統計の表記方法について質問があったが、回答の後了解され

た。 

②保険事業見直しについて 

 事務局からの説明、質疑応答後に入間市国保保養所補助金制度の廃止に全員了解 

③国保税限度額の見直しについて 

事務局からの説明、質疑応答後に次回諮問書を提出することで全員了解 

 

４その他 

①次回の日程について 

  次回、７月１２日（火）に第２回入間市国民健康保険運営協議会を開催します。 

 

■ 議 事 全 件 終 了 ■ 

 

５閉  会 会長代理あいさつ（省略） 
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会 議 録（３） 

発 言 者 発 言 内 容 

会  長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

会  長 

富永委員 

 

 

事 務 局 

会  長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

会  長 

佐山委員 

 

事 務 局 

 

 

佐山委員 

澤田委員 

佐山委員 

会  長 

 

 

 

事 務 局 

 

 本日の議事録署名委員は、１号委員から齋藤委員、３号委員から杉田

委員にお願いいたします。 

初めに、議事１「入間市の特定健康診査・特定保健指導について」に

ついて事務局より説明を願います。 

配付資料確認の後、資料１に基づき内容について説明する。（特定健康

検診の受診状況、検査結果について、特定保健指導の実施状況について

説明する） 

ただいまの事務局説明について質疑をお願いします。 

資料１の６ページ（３）「特定保健指導の実施状況について」、年代別

の数字は分かるがトータルで何人という数字があった方が分かり易いの

で、そうできないか？ 

次回は、そのように作成したいと思います。 

他にありますか。無ければ、「入間市の特定健康診査・特定保健指導

について」は、ご了解いただきます。 

次に、議事２「保険事業見直しについて」、事務局より説明をお願い

します。 

資料２に基づき内容について説明する。（入間市国保保養所補助金制

度を廃止し、疾病予防や疾病を悪化させないことを重視した保険事業を

充実する等、今後の医療費抑制対策を図りたいことを説明する） 

ただいまの事務局説明について質疑をお願いします。 

財政的に厳しいとしても、やめるには理由が要る。減額にするにして

も理由が要る。楽しみにしている人もいるのだから。 

利用率は、およそ１．１８％、２年以上利用している世帯が４２％で

す。今後は、健診結果、疾病分析に対応した保険事業を実施したいと考

えています。 

利用が少ない。廃止に持っていってもおかしくない。 

 １号委員に意見がなければ廃止にしてもいいのでは…。 

将来、財政的にゆとりが出てきたら、復活させればいいと思う。 

他にありますか。無ければ、「保険事業見直しについて」は、ご了解

いただきます。 

次に、議事３「国保税限度額の見直しについて」、事務局より説明を

お願いします。 

資料３に基づき内容について説明する。（埼玉県内４０市平成２３年

度国民健康保険税税率付加限度額一覧表、入間市国民健康保険税あん分
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会  長 

澤田委員 

事 務 局 

 

 

 

澤田委員 

 

 

 

事 務 局 

富永委員 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

澤田委員 

 

 

事 務 局 

 

会  長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

率の推移、限度額を上げた場合のシミュレーションに基づいて具体的に

他市町村との比較を交え説明する） 

ただいまの事務局説明について質疑をお願いします。 

平成１０年度から１３年間も据え置いた理由はなんなんですか？ 

以前から限度額引き上げについては、話し合いが行なわれてきまし

た。社会を取り巻く経済状況の悪化や上・下水道料金の改定と時期が重

なる等で見合わせてきたというのが実情です。但し、このままだと法定

限度額との開き（現状で１８万円）が大きくなるばかりです。 

値上げはしょうがないと思う。結局は赤字なんだから、本来であれば

もっと早くからやらなければいけなかった。とっくに市長から提案があ

ってしかるべきことで、次回の話し合いには、ぜひ市長には最後まで同

席いただきたい。そこの担保がないと議論できない。 

市長と協議してスケジュールを調整したいと思います。 

限度額についてだけでなく、税率改正についても合わせて議論に上げ

てもらいたい。一般会計の繰入金も１０億円から１０％と説明がだんだ

ん変わってきている。 

一般会計の繰入金については、過去３年間（２０年度、２１年度、２

２年度）の平均は、１４億４千万円で推移しています。 

税率改正ついては、県の策定方針に基づいて平成２４、２５年度中に

賦課の方法が４方式から２方式への見直しの動きがあります。当市の賦

課の区分が根本的に変わることになります。まだまだ不確定な要素が多

く、県の方向性がまとまり次第、その都度、報告いたしますので、限度

額とは別に検討していきたいと考えています。 

そもそも国に言われたから上げるというのはおかしい。必要であれ

ば、言われる前に嫌な事をするのが首長の仕事だと思う。税率改正につ

いても市長の決断が必要だ。ぜひ任期中にやってもらいたい。 

今年度は、まず限度額の見直しを行いたいと思っています。賦課の区

分が変わる前に他市の状況に追いついておく必要があります。 

他にありますか。無ければ、「国保税限度額の見直しについて」は、

ご了解いただきます。次回の協議会は諮問書の提出の方向で議論したい

と思います。 

その他について、事務局よりお願いします。 

７月１２日（火）に第２回入間市国民健康保険運営協議会を開催する

予定です。その際には、「国保税限度額の見直しについて」の諮問書を

提出いたしますのでご協議をお願いします。 

他にありますか。無ければ本日の会議を終了いたします。 
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以上 

 

 議事のてん末・概要を記載し、その相違なきことを証するためここに署名する。 

平成  年  月  日 

会  長                   

指名委員                   

指名委員                   

 

 


